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基本構想で示した施策の大綱に基づき、各分野における現況と課題を検証し、より具体的な施策の方
向を示したものです。
計画期間は、基本構想の10年間を前期・後期それぞれ5年間とし、後期計画策定は、2025年度（令

和7年度）において社会情勢の変化などを踏まえて前期計画を見直し、策定します。

⾧期にわたる町の行政運営の指針となる構想であり、基本理念と将来像を明らかにし、それを実現する施
策の大綱を定めたもので、基本計画、実施計画の指針となるものです。

１ 計画策定について

計画期間：10年間（2021年度（令和3年度）～2030年度（令和12年度））

前期基本計画：5年間（2021年度（令和3年度）～ 2025年度（令和7年度））

後期基本計画：5年間（2026年度（令和8年度）～ 2030年度（令和12年度））

少子高齢化の加速、地球規模の環境問題、情報技術の進展などによる社会経済は大きく変化し
ており、住民ニーズは多様化・高度化してきています。
このような状況の下、将来にわたって持続的に発展していくためには、町民と行政が一体となり、社会
情勢の変化を的確にとらえ、次の時代を展望しながらまちづくりを進める必要があります。
そのまちづくりの指針として、第5次聖籠町総合計画を策定するものです。
総合計画は、町の将来像を描き、行政の基本指針としてさまざまな施策や事業を総合的・計画的
に進める本町の施策の最上位計画となるものであり、今後はこの計画の趣旨に沿って各分野における
計画の策定や、必要に応じ既存計画の見直しも行われることになります。

計画期間を３年間とし、基本計画に定めた行政分野ごとの目標を実現するため、具体的な事業をどのよう
に実施していくかを示すもので、財政状況を視野に入れながら毎年度見直しを行うローリング方式により策定
するものです。

２ 計画構成の期間

この計画は、「基本構想」と「基本計画」で構成し、計画期間は、以下のとおりとします。

基本構想

基本計画

実施計画



文化、性別、国籍等に関係なく、さまざまな文化
や価値観を互いに理解し、誰もが自分らしく生きる
ことにより、多様な文化が育まれる町。

いつ起こるかわからない災害に備えた防災体制や
安心して子どもを産み育てられる環境、高齢者・
障がい者にやさしい環境などの整備により、誰もが
安心で安全な生活ができる町。

社会やライフスタイルの変化により、心の豊かさの感
じ方は多様化しており、個々のライフステージやニー
ズに応じた支援やサービスの提供に努め、人々が
心豊かに暮らせる町。

将来に希望を持って若い世代が住み、働き続け
られ、人生100年時代を見据えシニア世代が健康
で活躍できる環境づくりを推進し、多世代が共生
する活気にあふれる町。

３ まちづくりの基本理念

ま
ち
づ
く
り
の
４
つ
の
目
標

安全で快適な生活環境の創造 誰もが幸せに暮らせる
社会の実現 未来を創る子どもの育成

豊かさと活力を創出する
産業の振興

持続可能な行財政運営

多様な文化が育まれる町

安心で安全な生活ができる町 心豊かに暮らせる町

希望と活気にあふれる町

ま
ち
づ
く
り
の
将
来
像

４つの目標を達成するため、それぞれ分野で目指すべき将来像を定め、その実現のための施策を実施

未来に希望をもてる持続的なまちづくりのために以下の４つの目標を設定

目標達成の成果

取組の効果

基本理念は、町民一人ひとりのいのち・こころ・財産を守り、幸福度（満足度）を高めるため、2030年
までのめざすまちづくりの基本理念を次のとおり定めます。

Ⅰ 地域特性を活かしたまちづくり
Ⅱ 自然環境との共生
Ⅲ 生活環境の整備

Ⅰ 安心して暮らせる環境づくり
Ⅱ 生涯健康に暮らせるまちづくり
Ⅲ 幸せに暮らせる福祉のまちづくり

Ⅰ 学校・家庭・地域の協働
Ⅱ 情報化社会を切り拓く子どもの育成
Ⅲ 教育環境の整備・充実
Ⅳ 安心して子育てできる町
Ⅴ 人生１００年時代の学び

Ⅰ 農業・水産業の持続性確保に向け
た生産基盤の強化

Ⅱ 地域資源を活かした魅力あふれる観
光

Ⅲ 地域の未来をけん引する商工業

Ⅰ 多様な人々がつながり、誰もが活躍
できる地域づくり

Ⅱ 将来を見据えた持続可能な行財政
運営

まちづくりの体系図





１ 安全で快適な生活環境の創造１ 安全で快適な生活環境の創造

失われつつある緑の資源や自然環境を保全するとともに、歴史、文化、産業などの地域資源の特性を活
かしたまちづくりを進めます。
また、災害に強いまちづくりの構築、交通アクセスの整備、資源の再利用などを図ることにより、町民一人
ひとりが豊かに暮らせる町をめざします。

Ⅰ

Ⅱ



Ⅲ



２ 誰もが幸せに暮らせる社会の実現２ 誰もが幸せに暮らせる社会の実現

いつ起こるかわからない自然災害に備え、行政による「公助」に加え、「自助」「共助」による地域の災害対
処力の強化を図り、防災体制の整備を推進するとともに、交通安全対策・防犯対策を推進します。
また、誰もが住み慣れた地域（集落、学区、町全体）で暮らすことの充実感を味わえるように、町民、事
業者、町が協働してまちづくりに取り組みます。そのために町民主体の健康づくり、福祉のまちづくりを推進し
ます。

Ⅰ



Ⅲ

Ⅱ

施策の方向 基本方針 主要事業

１ 地域福祉の充実

2 高齢者福祉及び介
護予防の充実

3 障がい者福祉の充
実



3 未来を創る子どもの育成3 未来を創る子どもの育成

激しく変化する社会の中で、信頼関係を結びながら世界の人々と協働して未来を創ることのできる子ども
の育成を目指します。
そのために、社会総がかりで子どもを育む風土の上に立ち、科学技術の進展に対応できる力、世界の
人々とつながる力、論理的思考力、読解力及び言語活用力、貢献意欲の醸成及び貢献力など、情報化
社会を切り拓くために必要となる基礎的な資質と能力を育成・伸⾧する教育を推進します。

Ⅰ

Ⅱ

施策の方向 基本方針 主要事業

１ 協働体制の構築

2 学校の中の地域づく
り

3 社会の教育力の活
用

施策の方向 基本方針 主要事業

１ 科学技術の進展に
対応できる力の伸⾧

2 世界とつながる力の
伸⾧

3 貢献意欲の醸成

4 学力・学習状況の向
上
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